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情 報 板示掲

役場・各団体からのお知らせ

　家畜を飼育している人は、家畜の伝染病の発生予
防やまん延防止のため、年 1 回、2 月 1 日現在の飼
育状況の報告が義務付けられています。
　報告書は、八戸家畜保健衛生所で配布しているほ
か、八戸家畜保健衛生所のホームページからもダウ
ンロード可能です。
■対象家畜　牛、水牛、鹿、馬、綿羊、ヤギ、豚、
　　　　　　イノシシ、鶏（シャモ、チャボ、ウコッ
　　　　　　ケイなど含む）、アヒル、ウズラ、キジ、
　　　　　　ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥など
　　　　　　※愛玩用（ペット）も報告が必要
■提出締切　2 月 26 日㈮
■提 出 先　八戸家畜保健衛生所（FAX 0178-27-7418）
　　　　　　三戸町役場農林課（FAX 20-1112）
■提出方法　郵送またはファックスまたは持参

家畜を飼育している皆さんへお願い
八戸家畜保健衛生所 ☎ 0178-27-7415
三戸町役場農林課 ☎ 20-1155

問

　令和 3 年度に三戸町学校給食共同調理場へ給食用
物資の納入を希望する業者は、申請をお願いします。
現在納入している業者も申請が必要です。
■受付期間　1 月 12 日㈫～ 2 月 1 日㈪
■申請方法　申請書（三戸町学校給食共同調理場で
　　　　　　配布）に必要事項を記入し、提出

物資納入業者の指名申請受付募集
三戸町学校給食共同調理場 ☎ 23-3734問

　障害者手帳などの交付を受けていない 65 歳以上の
要介護認定者で、障害者に準ずると認められる人に

「障害者控除対象者認定書」を交付します。
　この認定書により、所得税の確定申告や町県民税
の申告をする際、「障害者控除対象者認定書」を添付
または提示することで、障害者控除を受けることが
できます。
■対 象 者　
　身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者福祉手帳
を持っていない 65 歳以上の介護認定者で、本人ま
たは扶養者が所得税や町県民税の申告をする人
■申請手続　本人または家族の申請が必要
■申 請 書
　三戸町役場健康推進課（保健センター）に設置、
または町ホームページでダウンロードできます。
※令和 2年中の収入の申告に使用する人は令和 3年
　1月 4日㈪以降に申請してください。
■持 ち 物　申告をする人の身分証明書
　　　　　　対象者の介護保険被保険者証
■認定書の交付　申請者に郵送
※認定まで１週間程度を要します。余裕をもって申請
　してくださるようお願いします。

「障害者控除対象者認定書」の交付お

三戸町役場 健康推進課 ☎ 20-1153問
知らせ

　レシートラリー抽選会を開催します。
■日　　時　2 月 6 日㈯ 10 時～ 16 時
■抽選会場　三戸町商工会館前
■抽選方法　異なる対象店舗 2 店舗以上をめぐり、
合計 3,000 円（税込）ごととし、お買い物をしたレシー
トで参加できる福引き抽選会を開催します。
　※　2 月 6 日当日のレシートのみ有効
　　　詳細は、1 月 31 日折込予定のチラシをご覧ください。
　※　1 回のレシートの抽選上限回数は 10 回
　※　景品がなくなり次第終了となりますので、予め
　　ご了承ください。

三戸名物 元祖まける日
三戸名物元祖まける日実行委員会
 （三戸町商工会内）　☎ 22-2131

問

イベ
ント

出産前後の国民年金保険料が免除
三戸町役場 住民福祉課 ☎ 20-1151
八戸年金事務所  ☎ 0178-44-1742

問

　平成 31 年 4 月から出産前後期間の国民年金保険
料が免除される制度が始まりました。
　平成 31 年 2 月 1 日以降に出産をした人が対象と
なり、出産予定日または出産日が属する月の前月か
ら 4 カ月間の国民年金保険料が免除になります。
　届出は出産予定日の 6 カ月前からできますので、
お早めの届出をお願いします。
　届出の用紙は、日本年金機構のホームページ

（https://www.nenkin.go.jp）から印刷をするか、
三戸町役場住民福祉課の窓口または年金事務所に備
え付けてあります。

年金

　漆の生産量の拡大を図るため、令和 3 年度から令
和 4 年度にウルシ苗木の植栽を行う土地所有者、林
業者および林業者などの組織する団体を募集します。
■補助金額　補助対象者が購入するウルシ苗木ごとに、
　　　　　　その購入単価の 1/2 以内の額を合算した額
■募集要件　八戸圏域内（八戸市、三戸町、五戸町、
　　　　　　田子町、南部町、階上町、新郷村、おい
　　　　　　らせ町）で、自己が管理する山林にお
　　　　　　いて、0.1ha 以上の植栽可能な土地を
　　　　　　準備できる人
■募集期間　随時受付
　申込者は、三戸町役場農林課までお問合せください。

八戸圏域ウルシ造林事業募集
三戸町役場 農林課 ☎ 20-1155問
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　三戸町の公式 LINE とつながりませんか。ご自宅
で回覧板などを見なくても、スマートフォンなどで、
町からのさまざまな情報をお手軽に確認できます。
■町からのさまざまな情報をお届けします
　①町公式ホームページ・広報紙・回覧・各戸配布
　のチラシなどで提供した情報　②イベントなどの
　開催情報　③防災情報　④子育て・教育・産業振
　興に関する情報　⑤その他、急を要する情報
■登録方法 ID : @town.sannohe.11
　LINE の友だち追加から ID 検索
　またはＱＲをスキャンして登録
　してください。
■配信日
　原則毎週火曜日 17 時配信

三戸町公式『LINE』友だち募集募集
三戸町役場 まちづくり推進課☎ 20-1117問

　不動産取得税は、家屋を新築、増改築したときや、
土地や家屋を売買、贈与、交換などで取得したときに、
取得者に一度だけ課税される県の税金です。
　税額は、原則として、市町村の固定資産課税台帳
価格に税率を乗じた額です。
　税率は、住宅および土地の場合は 3％、住宅以外
の家屋の場合は 4％です。
　なお、住宅や住宅用地を取得し、一定の要件を満
たす場合や東日本大震災により被災した不動産に代
わる不動産を取得した場合などには、申請により税
額が軽減される制度があります。
　※　詳しくは、県ホームページをご覧になるか、
　　お問い合わせください。

不動産取得税について税金
三八地域県民局県税部 ☎ 0178-27-5111問

　町と連携して生活再建相談事業を行っている消費
者信用生活協同組合による無料相談会です。専門ス
タッフや弁護士がお金や暮らしに関する悩みなどに
ついて、丁寧に聴き取りし、一緒に解決の糸口を見
つけます。
■日　　時　2 月 27 日㈯
■場　　所　信用生協八戸事務所（八戸市大字八日町
　　　　　  36 第一ビルディング 4 階）
■相談内容　①お金の問題（多重債務問題など）、
　　　　　  ②遺産相続、③不動産売買、④税金等
　　　　　 公共料金の滞納、⑤ DV・離婚問題、
　　　　　  ⑥その他くらしに関する悩み事
■相 談 料　無料。ただし事前の予約が必要です。

「解決の糸口を見つけに行こう !」相談会相談
信用生協 八戸事務所☎ 0120-102-084問

　青森県特定（産業別）最低賃金が、12 月 21 日に
改正されました。※青森県最低賃金は 793 円です。
⑴鉄鋼業　時間額 903 円
⑵電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
　情報通信機械器具製造業　時間額 833 円
⑶各種商品小売業　時間額 825 円
⑷自動車小売業　時間額 864 円

青森県特定（産業別）最低賃金改正
青森労働局 ☎ 017-734-4114問

お

せら知

　1 月 11 日に開催を予定していた三戸町消防団出
初式は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、中止となりました。

三戸町消防団出初式の中止についてお

せら知
三戸町役場 総務課 ☎ 20-1111問

　住宅火災から命を守るために次のことに注意しま
しょう。
⑴初期消火は天井に火が移るまでとし、それ以降は
　直ちに避難する。
⑵出火建物から一度屋外へ避難した場合は、絶対屋内
　へ戻らない。
⑶お年寄りや体の不自由な人は、1階の避難しやすい
　部屋に就寝する。
⑷火災をいち早く発見するため、
　住宅用火災警報器を設置する。　
　以上の点をふまえ、火の元、火
の取扱いに十分注意しましょう。
※　住宅用火災警報器の交換時期の目安は 10 年と
　なっております。また、消防署で住宅用火災警報
　器を販売することはありませんので、訪問販売な
　どにご注意下さい。

火災から命を守るために
三戸消防署 ☎ 22-1140問

文化財防火デー
　昭和 24 年 1 月 26 日に、法隆寺金堂が火災となり
金堂の壁十二面に描かれた仏画が焼損しました。こ
のような被害から文化財を守るとともに、文化財愛
護に関する意識の高揚を図るため、昭和 30 年から 1
月 26 日を「文化財防火デー」と定めております。

消防

　さまざまな悩みを抱えている人やその家族を対象
に、就労や自立について相談を受け付けています。
■開催日　1 月 21 日、2 月 18 日、3 月 18 日
　　　　　14 時～ 16 時
■場　所　ふくじゅそう　会議室
■相談料　無料
■対象者　15 歳～ 49 歳までの働くことに悩みを抱
　　　　　えている人及びその家族
　詳しくは、お問い合わせください。

就労出張相談のご案内相談
はちのへ若者サポートステーション

☎ 0178-51-8582
問
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除雪・排雪サービスのトラブルに注意
▶シーズン 10 回分の除排雪サービスを約 4 万
円で申し込み、5 回分は終了した。▶ 6 回目を
依頼し、了承されたのに作業をしてくれない。
▶連絡しても「作業担当者に確認する」と言っ
たきり、電話にも出ない状態が続いている。
＜ひとこと助言＞
☆作業回数や内容、事業者が作業できない場合
　や、作業時に自宅や近隣施設を破損したとき
　の対応などを事前によく確認しましょう。
☆契約前に、実際に場所を見てもらい、複数社
　から見積もりを取り、比較・検討することも
　大切。契約の際は、契約内容をよく確認し、
　書面として残しておきましょう。
☆前払いの契約は、作業が実施できなかった場
　合などに返金を求めることが難しいこともあ
　るので、慎重に検討しましょう。
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消費者ホットライン☎188（局番なし）
お近くの消費生活センターにつながります。

三 戸 町 相 談 窓 口 紹 介 ネ ッ ト ワ ー ク
三戸町役場まちづくり推進課　☎ 20-1117

寄附者からのメッセージ
◆　三戸町が 11 ぴきのねこのゆかりの地と知りま
　した。大好きな作品です。11 ぴきのねこのように
　みんなで力を合わせる仲間に寄附金という形で参
　加させてください。応援しています。     （兵庫県）
◆　これからも頑張って美味しいりんごを収穫して
　ください。　　　　　　　　　　　　　　（愛知県）
◆　11 ぴきのねこグッズがどんどん増えていくのが
　とても嬉しいです ! 毎年、我が家にふるさと納税
　でグッズが増えています。大阪の阪急百貨店で優
　しいご対応ありがとうございました。　　（香川県）
◆　返礼品のミニふじで三戸町を知りました。いつ
　か訪れてみたいです。　　　　　　　　　（福井県）

全国の皆さま、応援ありがとうございます !

ふるさと納税

「ふるさとチョイス三戸町ページ」で、
寄付者の皆さんからのメッセージをた
くさん紹介しております。

　レイプや強制わいせつなど、性犯罪・性暴力の被
害にあった人やその家族などから相談を受け、要望
に応じた必要な支援をコーディネートします。
■りんごの花ホットライン
　☎ 017-777-8349（やさしく）
　※専門の研修を受けた相談員が対応します。
■受付時間　月・水曜　　　10 時～ 21 時
　　　　　　火・木・金曜　10 時～ 17 時
　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
■支援活動員募集
　県が本センターの運営を委託している（公社）あ
おもり被害者支援センター（☎ 017-718-2085）では、
ボランティアの支援活動員を募集しています。活動
に関心のある人は、直接お問合せください。

あおもり性暴力被害者支援センター相談
青森県青少年・男女共同参画課 

☎ 017-734-9228
問

　高校、大学などへの入学時・在学中にかかる費用
を対象とした公的な融資制度です。
■融資額　お子さま 1 人あたり 350 万円以内
■用　途　入学金、授業料、教科書代、アパート・
　　　　　マンションの敷金・家賃など

国の教育ローン融資制度相談
教育ローンコールセンター ☎ 0570-008-656

03-5321-8656
問

　病後児保育ジャブでは、皆さんに自由に見学して
いただけるよう施設を開放いたします。施設の利用
の仕方や過ごし方、保育の内容など、なんでもご相
談ください。お子さまの遊びの場としてもご活用く
ださい。今月の開放日は、1 月 22 日㈮です。
■開放日
　毎月第 4 金曜日　9 時 30 分～ 18 時（料金無料）

病後児保育ジャブ施設開放日のお知らせ
病後児保育ジャブ ☎ 23-0771問

お

せら知

　B 型肝炎被害対策東北弁護団が、B 型肝炎訴訟に
ついて、弁護士による無料電話相談を行います。
　B 型肝炎訴訟とは、幼少時の集団予防接種により
B 型肝炎に感染したと認められる患者に対し病態に
応じて 50 万円～ 3,600 万円の給付金などが支払わ
れる制度です。詳しくは、お問い合わせください。
■日時　1 月 23 日㈯ 10 時～ 18 時
■対象　B 型肝炎患者またはその家族
　　　　（患者が亡くなっている場合は、その相続人）
■電話相談の番号
　☎ 022-721-3072 / 022-721-3073

全国一斉 B型肝炎訴訟 無料電話相談会相談
B 型肝炎被害対策東北弁護団事務局

☎ 0120-76-0152
問


